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三沢市森林整備計画の変更理由 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

三沢市森林整備計画の変更内容 

 

Ⅰ （略）  

 

Ⅱ 森林の整備に関する事項 

第１ 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。） 

   １ （略） 

  ２ 立木の伐採（主伐）の標準的な方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 

  ３ （略） 

 

第２ 造林に関する事項 

  １ 人工造林に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 

  ２ 天然更新に関する事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 

    ３ 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する事項 ・・・・・・・・・・・・ 4 

  ４～５ （略） 

 

第３ （略） 

  

第４ 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項 

  １ （略） 

  ２ 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域及び当該 

区域内における施業の方法  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 

  ３ （略） 

 

第５～第６ （略） 

 

第７  作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項 

  １ 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムに関する事項・・8 

  ２～４ （略） 

 

第８ （略） 

 

Ⅲ～Ⅴ （略） 

 

付属参考資料 

１～２（略） 
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